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バックエンド対策に関する技術開発

　私たちは、原子力施設の廃止措置などに伴い放射能濃
度の低い多量の解体廃棄物を対象にクリアランスを計画
しています。このためクリアランスの作業の軽減と効率
化を図り、確実な解体廃棄物のクリアランスを支援する
クリアランスレベル検認評価システム（������）の開
発を進めています。
　このうち、原子炉施設について放射能濃度確認規則に
クリアランスレベル（�）が示された３３核種の中からク
リアランス対象物の汚染性状，汚染源に応じた相対重要
度（クリアランス対象物，汚染性状及び汚染源ごとに最
大となった核種の���を１として、ほかの核種の���と
の相対比を規格化したもの）などを評価し、規制基準に
応じた評価対象核種の選定を支援する評価対象核種選
定プログラムを作成しました。評価対象核種選定プロ
グラムでは、原子炉施設の種類や構造などの特徴を考慮
し、クリアランス対象物の汚染性状に応じた汚染源を選
択し、汚染源ごとの推定放射能濃度（�）等を入力しま
す（図１１ -２）。次に、個別評価法又は総合評価法により
推定放射能濃度等から相対重要度等を評価します。
　個別評価法では汚染源ごとの相対重要度等を評価し、

総合評価法では汚染性状等の推定放射能濃度等を求め、
汚染性状ごとの相対重要度等を評価します。図１１ -３に
総合評価法による相対重要度等の評価画面の例を示しま
す。その後、相対重要度等を用い、原子炉施設における
規制当局の基準に応じて、３３核種の中から評価対象核種
を選定します。また、作成した評価対象核種選定プログ
ラムを用いて原子力機構で進めている��� -３の改造に
伴って発生したコンクリートのクリアランス作業を対象
として試計算を行いました。総合評価法により評価対象
核種の検討を行った結果、�� -  ６０，�� -  １３７，�� -  １５２の
３核種が評価対象核種として抽出されました。また、個別
評価法により評価対象核種の検討を行った結果、� -３，
�� -  ６０，�� -  ９０，�� -  １３７，�� -  １５２の５核種が評価対象
核種として抽出されました。
　このように本評価対象核種選定プログラムでは、汚染
源ごとに評価を行う個別評価法や汚染性状ごとに評価を
行う総合評価法による評価対象核種の選定が可能とな
り、利用者のニーズに合わせて、多様に利用することが
できます。今後、原子力機構におけるクリアランス作業
に順次適用していく予定です。

�評価対象核種を選定するプログラムの開発�
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図１１ -２　評価対象核種選定プログラムのメインフロー
汚染源（核分裂生成物や腐食生成物等）又は汚染
性状（二次的汚染，放射化汚染，それらが混在し
た汚染等）に応じて評価対象核種（クリアランス
判断に当たって放射能濃度の測定・評価の対象と
なる核種）を選定できる構造としました。
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図１１ -３　総合評価法による相対重要度等の評価画面の例
汚染源ごとに入力した推定放射能濃度等を用いて、総合評価法により汚染性状
ごとの相対重要度等を評価できる構造としました。




